
 

 【 資 料 第 ２ 号 】 

                       子ども家庭部子育て支援課 

 
 

文京区立一時保育所（キッズルーム）の開設について 

 

 

１ 概要 

  多様な保育需要に対応するため、子育て支援計画に基づき、文京区立一時保育

所（キッズルーム）を新たに１箇所開設する。 

 

２ 名称及び所在地 

⑴ 名 称 文京区立キッズルーム茗荷谷 

⑵ 所在地 文京区大塚一丁目４番１号（中央大学茗荷谷キャンパス敷地内） 

 

３ 開設年月日 

  令和５年４月１日（土）（予定） 

 

４ 定員 

  ９人（満１歳から小学校就学の始期に達するまでの児童） 

 

５ 開所日時 

⑴ 開 所 日 月曜日から土曜日まで（祝日及び年末年始を除く。） 

⑵ 開所時間 午前８時から午後７時まで 

 

６ 利用時間及び利用料 

 ⑴ 利用時間  開所時間内において３時間以上８時間以内とする。 

         ３時間を超える部分の利用時間は、１時間を単位とする。 

⑵ 利 用 料 

ア 区内在住者 ３時間２，４００円 

３時間を超えるとき１時間ごとに８００円 

イ その他の者 ３時間３，９００円 

３時間を超えるとき１時間ごとに１，３００円 

 

７ その他 

運営方法については業務委託にて実施し、運営事業者については今後選定する

こととする。 


